
● 分別は、この冊子に従って正しく行う。
● ごみは市の指定袋に入れて、”口をしっかり結んで”出す。
● 集積場には、家庭ごみ以外のものは出さない。
● お願いシールが貼られた場合、持ち帰って再分別する。
● 生ごみを出す際は、音を出さないように気をつける。

●お願いシールについて

●リサイクル品を集積場へ出す時

●収集日程表について
●分別しなおして再度集積場へ出すとき

●お願いシール・ルール違反の対象となるごみの例

【例】

● 市の指定袋に入っていないごみ。
● ごみ袋の中身がわからないごみ。
　…　新聞紙等で包まれているもの（汚物を除く）。
　…　レジ袋等に小分けに包まれているもの。
● プラスチック製容器包装が汚れていたり、乾いていないもの。
● 集積場で収集できないもの。
　…　粗大ごみは、ごみ袋に入っていても、虎の巻で粗大ごみとされているものは、集積場に出せません。
　　　清掃工場への直接持ち込み（P13参照）となります。
　…　市では事業系ごみ・産業廃棄物・処理困難ごみ・法律で定められた家電・パソコンリサイクル品等
　　　は収集を行っていません。専門の処理業者等に適切な処分を依頼してください。

ごみ集積場・リサイクル集積場の利用についてごみ・リサイクル品の出し方について

　市の指定袋に
は、「小・中・
大・特大」の４
種類があります。

　再度分別した後は、貼られたシール
に、再分別した印として、マジックで
「×」をつけ集積場へ出してください。

● 集積場は、区ならびに地区等で管理する。
● 集積場へは、自宅で分別をしっかりと行ってから
　 決められたルールを守り集積場へ出す。
● 集積場等で決められた日と時間を守り、時間外に出さない。
● 集積場の清掃や美化活動は利用者で行う。
● 集積場の外側に、ごみを絶対に出さない。

　　

● リサイクル品分別指導員の指示に従って出す。
● リサイクル品は、分別品目ごとに自宅で分別をしっかりと行ってから集積場へ持ち込む。
● リサイクル品は、分別して品目ごとに準備されたコンテナ、網（ネット）に入れる。
● 集積場で決められた日と時間を守り、時間外に出さない。
● 集積場で決められたルールを守って出す。

● 集積場の管理は、区や地区等で行うこととなっています。
● せっかく分別されたごみ袋でも、「お願いシール」や「ルール違反シール」を貼らな
　 ければならないこともあります。
● 集積場に残ったごみ袋は、集積場の利用者全体の責任ともなり得ますので、各自で分
　 別をしっかりと行い、集積場に「ごみ袋が残らない」よう地域でもご協力をお願いし
　 ます。

　　 集積場には、随時お知らせを貼り出しますので、ご確認をお願いします。

　　転入・転居された方は、
地区によって集積場の使い方
やルール等が異なります。
　リサイクル集積場は、ごみ
集積場と場所が違う地区があ
ります。
　ごみ集積場の場所を、区長
さん、組長さんに確認する際
は、リサイクルの集積場も確
認してください。

サンプル
　毎年度、各区ごとに収集日程表を作成
します。
　回覧板において、各世帯への配布・各
集積場へも掲示します。

【配布窓口】
　生活環境課、市民課、須木庁舎・野尻
庁舎の住民生活課・西小林出張所・紙屋
出張所の窓口でも配布を行っております。

悪質と判断
されるもの

分別できていないもの、指定袋以外の袋や箱で出されたものなどは、お願い
シールまたはルール違反シールを貼り、収集しません。
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小林市清掃工場　電話　２４－０９５９

年 月 日 号車

※ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

分別虎の巻をよく見て再分別して下さい

リサイクル品

燃やさないごみ

プラスチック製容器包装

紙類

燃やすごみ

ルール違反

リサイクル品紙類プラスチック製
容器包装燃やさないごみ燃やすごみ

小林市清掃工場　電話　２４－０９５９

日 号車年 月

※ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

３・４・５については、販売店・小林市指定業者へ、
直接持ち込みください。

6
小林市指定ごみ袋に入れて、指定され
た、ごみ集積場へ出してください。

5
家電リサイクルです。市では収集できま
せん。（Ｐ１５参照）

4
建築廃材になりますので市では収集で
きません。

3
事業系ごみと思われますので市では収
集できません。

2
紙類になりますので決められた日に指
定集積場へ出してください。

1
燃やさないごみになりますので決められ
た日に指定集積場へ出してください。

リサイクル品（分別虎の巻Ｐ１２．１３参照）

よろしくお願い致します

小林市清掃工場　電話　２４－０９５９

年 月 日 号車

※ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

１・２・３については、月1回のリサイクルに出して
ください。

5 燃やすごみが入っています。

4
紙袋の中に入れず、指定袋に直接入
れて下さい。

3
雑誌（カタログ）・本・ノート類が入って
います。

2 ダンボールが入っています。

1 新聞・チラシが入っています。

紙類（分別虎の巻Ｐ８参照）

よろしくお願い致します
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小林市清掃工場　電話　２４－０９５９

年 月 日 号車

※ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

３・４については、月1回のリサイクルに出してください。

６については、燃やさないごみです。

バラン・結束バンド・圧縮袋・ジッパー付保存袋

7 小林市の指定ごみ袋に入れてお出しください。

6

スプーン・計量スプーン・ストロー・ハンガー

アルミはく・シップ・シップ等のはがしたフィルム

紙類が入っています。

ペットボトルは、リサイクル品です。

4
発泡スチロールは、プラマークの有無に関係な
く、リサイクル品です。

レジ袋などの袋に入れて、小分けにして出さない
でください。中身の確認が出来ません。

洗浄不足のものがあります、きれいに洗って、乾
燥させてお出しください。

2

1

プラスチック製容器包装（分別虎の巻Ｐ６参照）

よろしくお願いします

小林市清掃工場　電話　２４－０９５９

年 月 日 号車

※ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

１については、月1回のリサイクルに出してください。

２については、毎週水曜日に出してください。

レジ袋・苗ポット・苗ポットケース・肥料袋
2

プラスチック製容器包装が入っています。

鍋・スプレー缶・電球・蛍光灯・電池

水筒・缶類・針金ハンガー・金属類1

リサイクル品が入っています。

燃やさないごみ（分別虎の巻Ｐ１０参照）

よろしくお願い致します

小林市清掃工場　電話　２４－０９５９

日 号車年 月

※ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

１・２については、月1回のリサイクルに出してください。

布団・コタツ布団は、無料粗大ごみです。
清掃工場に直接搬入してください

4 生ごみが入っています。

5

紙類が入っています。

2 ダンボールは、リサイクル品です。

3

1 新聞・チラシは、リサイクル品です。

燃やすごみ（分別虎の巻Ｐ９参照）

よろしくお願い致します


